
目

次

告

示

△

家
畜
伝
染
病
の
発
生

(

畜
産
振
興
室)

…
…
…
一

公

告

△

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
証
申
請

(

文
化
・
県
民
協
働
室)

…
…
…
一

△

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

(

〃

)

…
…
…
一

△

特
定
漁
港
漁
場
整
備
事
業
事
業
計
画
の
変
更
の
案
の
縦
覧(

二
件)

(

漁
港
漁
場
整
備
室)

…
…
…
二

△

県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
計
画
の
樹
立

(

土
地
改
良
室)

…
…
…
三

△

換
地
処
分

(

都
市
整
備
室)

…
…
…
三

△

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

(

建
築
指
導
室)

…
…
…
三

公
安
委
員
会
告
示

△

遊
技
機
の
型
式
の
検
定
の
告
示

三

正

誤

△

平
成
十
八
年
四
月
二
十
七
日
付
け
広
島
県
報

(

定
期)

第
三
十
二

号
中
広
島
県
告
示
第
五
百
二
十
一
号
の
訂
正

(

治

山

室)
…
…
…
四

告告告

示示示

広
島
県
告
示
第
七
百
二
十
七
号

家
畜
伝
染
病
が
次
の
と
お
り
発
生
し
た
。

平
成
十
八
年
七
月
二
十
四
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

公公公

告告告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
と
お
り

特
定
非
営
利
活
動
法
人
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
七
月
二
十
四
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
特

定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
定
款
変
更
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
七
月
二
十
四
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

平成18年 7月24日 (月曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 2 5 1号

1

一
三

一
二

発
生

番
号

ヨ
ー
ネ

病 ヨ
ー
ネ

病 病

名

牛 牛 畜
種

ホ
ル

ス
タ

イ
ン

ホ
ル

ス
タ

イ
ン

種
類

四
歳

四
歳

年

齢

一
頭

一
頭

発
生

頭
数

平
成
一
八
年
七

月
一
二
日

平
成
一
八
年
七

月
一
二
日

決

定

年

月

日

殺
処
分

殺
処
分

転

帰

広
島
県
三
次
市

三
良
坂
町
三
良

坂
二
六

広
島
県
三
次
市

三
良
坂
町
三
良

坂
二
六

発

生

地

そ
の
他
参
考
と

な
る
べ
き
事
項

特
定
非
営
利
活
動

法
人
福
山
市
断
酒

会 特
定
非
営
利
活
動

法
人
の
名
称

小
林

一
寿

代
表
者
の
氏
名

広
島
県
福
山
市
新

涯
町
四
丁
目
一
五

番
六
号(

田
園
ハ

イ
ツ
Ｂ
棟)

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地

こ
の
法
人
は
、
広
島
県
内
の
酒
害
に

悩
む
人
々
に
断
酒
を
勧
め
、
自
発
的

決
意
に
よ
る
断
酒
を
実
行
す
る
者
を

支
援
し
、
断
酒
に
よ
っ
て
明
る
い
人

生
の
建
設
を
目
指
す
と
と
も
に
、
酒

害
に
関
す
る
啓
発
運
動
を
行
い
、
酒

害
の
及
ぼ
す
社
会
悪
の
防
止
に
つ
と

め
、
広
く
社
会
福
祉
に
貢
献
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

平
成
一
八
年
七

月
一
一
日

申

請

年

月

日

(定期)

定

第 ３１

期

号

発行者 広 島 県

広島県総務企画部発行所 管理総室文書法制室

購読料 月 額 ２�７００円

(定期)

定

第 ５５

期

号

発行者 広 島 県

広 島 県 総 務 部発行所 総務管理局文書法制室

購読料 月 額 ２�７００円



漁
港
漁
場
整
備
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
。
以
下

｢

法｣

と
い
う
。)

第
十
七
条
第
十
項

の
規
定
に
よ
っ
て
、
特
定
漁
港
漁
場
整
備
事
業

(

豊
浜
地
区)

事
業
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
の
で
、
同

条
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
こ
の
計
画
の
変
更
の
案
を
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
十
八
年
七
月
二
十
四
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

特
定
漁
港
漁
場
整
備
事
業

(

豊
浜
地
区)

事
業
計
画
変
更
書

二

縦
覧
期
間

平
成
十
八
年
七
月
二
十
五
日
か
ら
平
成
十
八
年
八
月
十
三
日
ま
で

三

縦
覧
場
所

広
島
県
農
林
水
産
部
農
水
産
振
興
局
漁
港
漁
場
整
備
室

(

広
島
市
中
区
基
町
一
〇
番
五
二
号)

呉
市
農
林
水
産
部
水
産
振
興
課

(

呉
市
中
央
四
丁
目
一
番
六
号)

四

意
見
書
の
提
出

法
第
十
七
条
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
こ
の
事
業
計
画
の
変
更

に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
広
島
県
に
対
し
、
次
の
と
お
り
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
十
八
年
七
月
二
十
四
日
か
ら
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で

２

提
出
先

広
島
県
農
林
水
産
部
農
水
産
振
興
局
漁
港
漁
場
整
備
室

漁
港
漁
場
整
備
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
。
以
下

｢

法｣

と
い
う
。)

第
十
七
条
第
十
項

の
規
定
に
よ
っ
て
、
特
定
漁
港
漁
場
整
備
事
業

(

走
島
地
区)

事
業
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
の
で
、
同

条
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
こ
の
計
画
の
変
更
の
案
を
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
十
八
年
七
月
二
十
四
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

特
定
漁
港
漁
場
整
備
事
業

(

走
島
地
区)

事
業
計
画
変
更
書

二

縦
覧
期
間

平
成
十
八
年
七
月
二
十
五
日
か
ら
平
成
十
八
年
八
月
十
三
日
ま
で

三

縦
覧
場
所

広
島
県
農
林
水
産
部
農
水
産
振
興
局
漁
港
漁
場
整
備
室

(

広
島
市
中
区
基
町
一
〇
番
五
二
号)

福
山
市
経
済
部
農
政
課

(

福
山
市
東
桜
町
三
番
五
号)

四

意
見
書
の
提
出

法
第
十
七
条
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
こ
の
事
業
計
画
の
変
更

に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
広
島
県
に
対
し
、
次
の
と
お
り
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
十
八
年
七
月
二
十
四
日
か
ら
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で

２

提
出
先

広
島
県
農
林
水
産
部
農
水
産
振
興
局
漁
港
漁
場
整
備
室

平成18年 7月24日 (月曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 2 5 1号

2

特
定
非
営
利
活

動
法
人
障
害
者

生
活
ケ
ア
Ｌ
ｉ

ｎ
ｋ
ｓ
広
島

特
定
非
営
利
活

動
法
人
ま
ご
こ

ろ 特
定
非
営
利
活

動
法
人
福
山
キ

リ
ス
ト
教
奉
仕

会 特
定
非
営
利
活

動
法
人
の
名
称

藤
岡

耕
二

岩
見

新
平

石
塚

一

代
表
者
の
氏

名

広
島
県
広
島
市

安
佐
南
区
緑
井

一
丁
目
一
二
番

四
号

広
島
県
広
島
市

西
区
庚
午
北
一

丁
目
七
番
一
九

号 広
島
県
福
山
市

本
町
一
番
一
六

号 主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

こ
の
法
人
は
、
障
害
者
自
身

が
主
体
と
な
っ
て
、
障
害
者

の
自
立
生
活
介
護
支
援
に
関

す
る
事
業
を
行
い
、
障
害
者

が
地
域
社
会
で
他
の
人
々
と

対
等
に
自
立
し
て
い
け
る
社

会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

こ
の
法
人
は
、
身
体
障
害
者

及
び
高
齢
者
に
対
し
て
、
支

援
介
護
に
関
す
る
事
業
を
行

い
、
障
害
者
及
び
高
齢
者
福

祉
厚
生
及
び
自
立
に
寄
与
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

こ
の
法
人
は
、
在
宅
で
援
助

が
必
要
な
高
齢
者
や
そ
の
家

族
、
そ
の
他
の
手
助
け
を
必

要
と
す
る
人
々
に
対
し
て
、

住
民
参
加
と
た
す
け
あ
い
の

精
神
の
も
と
に
、
地
域
に
根

ざ
し
た
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
し
、
ま
た
、
児
童
・
生
徒

が
放
課
後
や
休
校
日
に
、
健

全
で
有
効
な
時
間
を
過
ご
す

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
必
要

な
支
援
を
行
う
。
こ
の
他
、

ク
リ
ー
ン
な
エ
ネ
ル
ギ
ー

(

小
規
模
向
け
太
陽
光
発
電
、

風
力
発
電
等)

の
普
及
を
図

る
活
動
を
行
う
。

こ
れ
ら
の
活
動
を
通
し
て
、

す
べ
て
の
人
々
が
健
や
か
に

暮
ら
せ
る
地
域
社
会
づ
く
り

と
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

特
定
非
営
利

活
動
に
係
る

事
業
の
変
更

副
理
事
長
数

の
変
更

特
定
非
営
利

活
動
に
係
る

事
業
の
変
更

定
款
変
更
の

内
容

平
成
一
八
年

七
月
一
三
日

平
成
一
八
年

七
月
一
二
日

平
成
一
八
年

七
月
一
一
日

申
請
年
月
日

(定期)



土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
尾

道
市
御
調
町
所
在
の
御
調
河
内
地
区

(

徳
永
工
区)

県
営
土
地
改
良
事
業

(

区
画
整
理
事
業)

の
換
地
計
画

を
定
め
た
の
で
、
こ
の
換
地
計
画
書
の
写
し
を
次
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
換
地
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五

日
以
内
に
広
島
県
知
事
に
対
し
て
異
議
申
し
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
同
法
第
八
十
九
条
の
二
第
四
項
で
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
に
不

服
が
あ
る
者
は
、
同
法
第
八
十
九
条
の
二
第
四
項
で
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
十
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

広
島
県
を
被
告
と
し
て
、
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
、
異
議

申
立
て
に
対
す
る
決
定
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
八
年
七
月
二
十
四
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

縦
覧
期
間

平
成
十
八
年
七
月
二
十
四
日
か
ら

平
成
十
八
年
八
月

十
四
日
ま
で

二

縦
覧
場
所

尾
道
市
役
所

土
地
区
画
整
理
法

(

昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号)

第
百
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
尾
道
市

高
須
第
一
農
住
組
合
土
地
区
画
整
理
事
業
に
つ
い
て
換
地
処
分
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
七
月
二
十
四
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
開
発
行
為
に
関

す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
七
月
二
十
四
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

尾
道
市
向
島
町
字
三
反
処
一
二
三
〇
一
番
、
一
二
三
〇
二
番
、
一
二
三
〇
一
番
地
先
道
路
及
び
水
路
、

一
二
三
〇
二
番
地
先
道
路
及
び
水
路

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

尾
道
市
向
島
町
一
〇
七
〇
七
番
地
一

金
光

恭
平

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

三
原
市
中
之
町
九
丁
目
一
一
七
七
番
一
、
一
一
七
九
番
一
の
一
部
、
一
一
七
九
番
二
、
一
一
八
〇
番
一

か
ら
一
一
八
〇
番
四
、
一
一
八
二
番
一
の
一
部
、
一
一
八
二
番
二
、
一
一
八
二
番
五
の
一
部
、
一
一
八
三

番
一
、
一
一
八
三
番
二
、
一
一
八
四
番
四
、
一
一
八
五
番
三
の
一
部
、
一
一
八
五
番
二
の
一
部
、
六
一
八

四
番
二
並
び
に
一
一
八
二
番
五
、
六
一
八
四
番
二
及
び
一
一
八
五
番
二
地
先
道
路

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

三
原
市
中
之
町
九
丁
目
一
一
番
三
七
号

岡
田

哲
雄

公公公
安安安
委委委
員員員
会会会
告告告
示示示

広
島
県
公
安
委
員
会
告
示
第

56号

次
の
遊
技
機
は�

遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
(昭
和

60年
国
家
公
安
委
員
会
規

則
第
４
号

。以
下
｢規
則
｣
と
い
う

。)
第
６
条
に
定
め
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
の

で�
規
則
第
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る

。

平
成

18年
７
月

24日

広
島
県
公
安
委
員
会

委
員
長

宮
地

治
夫

平成18年 7月24日 (月曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 2 5 1号

3

6P
0487

6P
0593

6S
0413

6S
0244

検
定

番
号

同
上

同
上

同
上

告
示
の
日

(平
成

18年
７
月

2
4
日
)

か
ら
３
年
間

検
定
の
有
効

期
間

同
上

ぱ
ち
ん
こ
遊

技
機 同
上

回
胴
式
遊
技

機 遊
技
機
の

種
類

Ｃ
Ｒ
ベ
ル

サ
イ
ヤ
の

ば
ら
２
Ｔ

Ｒ
Ｘ

Ｃ
Ｒ
ア
ク

ア
ポ
リ
ス

２
Ｔ
Ｋ
Ｍ

幻
獣
覇
王

Ｓ 逮
捕
し
ち

ゃ
う
ぞ

型
式
名

株
式
会
社
エ

ース
電
研

代
表
取
締
役
武
本
孝
俊

(東
京
都
台
東
区
東
上
野
三

丁
目

12番
９
号
)

マ
ル
ホ
ン
工
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役
岸

勇
夫

(愛
知
県
春
日
井
市
桃
山
町

一
丁
目

127番
地
)

同
上

ア
イ
ジ

ーテ
ィ

ージ
ャ
パ
ン

株
式
会
社

代
表
取
締
役
泉

義
幸

(東
京
都
台
東
区
松
が
谷
一

丁
目
３
番
５
号
Ｊ
Ｐ
Ｒ
上
野

イ

ース
ト
ビ
ル
７
階
)

申
請

者
名
(住
所
)

左
同

左
同

左
同

左
同

製
造
業
者
名
(住
所
)

(定期)(定期)(定期)



古紙配合率100％
白色度70％再生紙を使用しています

正正正

誤誤誤

平
成
十
八
年
四
月
二
十
七
日
付
け
広
島
県
報

(

定
期)

第
三
十
二
号
に
登
載
の
広
島
県
告
示
第
五
百
二
十

一
号

(

保
安
林
予
定
森
林
に
す
る
旨
の
通
知)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

農
林
水
産
部
農
林
整
備
局
治
山
室
長

平成18年 7月24日 (月曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 2 5 1号

4

6S
0138

6P
0462

6P
0563

6P
0536

同
上

同
上

同
上

同
上

回
胴
式
遊
技

機

同
上

同
上

同
上

グ
ル
グ
ル

バ
ク
ザ
ム

ラ
イ

Ｃ
Ｒ
な
つ

か
し
紀
行

Ｎ
Ｚ

Ｃ
Ｒ
ベ
ル

サ
イ
ヤ
の

ば
ら
２
Ｓ

Ｔ
４

Ｃ
Ｒ
ベ
ル

サ
イ
ヤ
の

ば
ら
２
Ｔ

Ｒ

株
式
会
社
ジ
ェ
イ
ピ

ーエ
ス

代
表
取
締
役
綾
部
征
四
郎

(大
阪
府
大
阪
市
福
島
区
福

島
六
丁
目
４
番

1
0
号
ウ
エ

ス
ト
ビ
ル
)

株
式
会
社
高
尾

代
表
取
締
役
内
ヶ
島
敏
博

(愛
知
県
名
古
屋
市
中
川
区

太
平
通
一
丁
目
３
番
地
)

同
上

同
上

左
同

左
同

左
同

左
同

五
ペ
ー
ジ

上 段

後
ろ
か
ら
一

二

行

庄
原
市
比
和
町
比
和
字
実
延
平
三
三
六

の
二
、
字
水
口
奥
三
六
○

誤

庄
原
市
比
和
町
比
和
字
実
延
平
三
六
六

の
二
、
字
水
口
奥
三
六
○

正

(定期)(号外)(定期)


